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公共建築工事積算基準等資料 

第 ４ 編 単価、価格等 
 

第１章 共通事項 
 

 １ 単価及び価格に関する数値の取扱い 

 予定価格のもととなる工事費を算出する過程における数値の取扱いは以下の通りとする。また、端数処理

を行う場合は、原則として四捨五入とする。 

（１）物価資料に基づく材料単価、市場単価、単位施工単価等 

イ．平均値を採用する場合の端数処理は一円単位とし、一円未満の場合は小数点以下第２位とする。 

ロ．イの端数処理を行った結果が、物価資料の掲載価格の有効桁の最終の桁の位と異なる場合の端数処

理は、有効桁の最終の桁の位が最も小さい桁の位とする。 

ハ．１つの物価資料にのみ掲載される場合は、掲載された価格とし、端数処理は行わない。 

ニ．イの処理をする前の物価資料掲載価格、物価資料掲載価格の合算単価及び物価資料掲載価格の単位

換算単価の端数処理は行わない。ただし、単位換算を行った結果、小数点以下第３位以降がある場

合は小数点以下第２位とする。 

 

（２）標準歩掛り等（市場単価及び単位施工単価の補正含む）に基づく単価 

イ．標準歩掛り等で算定した単価を標準歩掛り等に用いる場合は、小数点以下第２位まで算定した単価

を代入する。 

ロ．単価算定時における金額（数量×単価）は、小数点以下第２位までとする。 

ハ．単価算定に用いる数量に小数点以下第６位以降がある場合は、小数点以下第５位とする。 

ニ．５ 市場単価（２）における補正、６ 単位施工単価（１）における調整、（３）における補

正、９ 改修工事の取扱い（２）におけるシフト単価の割増しに使用する率は、小数点以下第４

位を四捨五入して小数点以下第３位とする。 

 

（３）製造業者又は専門工事業者の見積価格等 

  採用する価格の端数処理については有効上位３桁とする。ただし、千円未満の場合は十円単位と

し、百円未満の場合は一円単位とし、一円未満の場合は小数点以下第２位とする。 

 

（４）細目別内訳書及び別紙明細書における単価及び金額 

イ．細目別内訳書及び別紙明細書に計上する単価の端数処理については有効上位３桁とする。ただし、

千円未満の場合は十円単位とし、百円未満の場合は一円単位とする。 

ロ．細目別内訳書に計上する金額は、円単位とし一円未満切捨てとする。 
ハ．別紙明細にて算定した金額は、細目別内訳書に円単位として一式計上する。 
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（２）標準歩掛り等（市場単価の補正含む）に基づく単価 

イ．標準歩掛り等で算定した単価を標準歩掛り等に用いる場合は、小数点以下第２位まで算定した単

価を代入する。 

ロ．単価算定時における金額（数量×単価）の有効桁は、小数点以下第２位までとする。 

ハ．単価算定に用いる数量に小数点以下第６位以降がある場合は、小数点以下第５位とする。 

 

 

 

 

（３）製造業者又は専門工事業者の見積価格等 

  採用する価格の端数処理については有効上位３桁とする。ただし、千円未満の場合は十円単位と

し、百円未満の場合は一円単位とし、一円未満の場合は小数点以下第２位とする。 

 

（４）細目別内訳書及び別紙明細書における単価及び金額 

イ．細目別内訳書及び別紙明細書に計上する単価の端数処理については有効上位３桁とする。ただし、

千円未満の場合は十円単位とし、百円未満の場合は一円単位とする。 

ロ．細目別内訳書に計上する金額は、円単位とし端数がでないよう数量又は単価を調整する。 
ハ．別紙明細にて算定した金額は、細目別内訳書に円単位として一式計上する。 
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２ 材料価格等 

    単価基準 第１編２（１）に定める材料価格等とは、杭、鉄筋、コンクリート、鉄骨等の価格変動が大きい

資材並びに建物ごとに個別性が高い機器等の単価及び価格をいう。 

 

３ 歩掛り 

   単価の算定に用いる歩掛りは、単価基準 第１編３で規定される標準歩掛りの他に「営繕積算システム等

開発利用協議会歩掛り（以下「協議会歩掛り」という。）」による。 

   また、標準歩掛りの補足資料として、「公共建築工事積算研究会参考歩掛り（以下「参考歩掛り」という。）」

並びに市場単価及び単位施工単価にない類似の単価の作成や見積り単価の検討資料として、「営繕積算シス

テム等開発利用協議会参考資料（以下「協議会参考」という。）」を参考とする。 

 

４ 「その他」の率 

        歩掛りの「その他」の率は中間値＋１％を標準※とし、地域の特殊性等を考慮のうえ適切に定める。 

    ※墜落制止用器具の費用を含めた環境安全費の計上分として１％を加算。対象は単価基準の表３－１－

１～３に示された工種とする。 

        なお、交通誘導警備員等の率の設定がされていない工種等については、本来事業者が負担すべき法定福

利費相当額や会社経費を適切に反映した率を設定する。 

 

５ 市場単価 

（１）単価基準 第１編２（３）の規格・仕様が単価基準各編記載の細目工種の摘要と一部異なるため、単価

（以下「補正市場単価」という。）を設定する細目工種については、各章による。 

（２）補正市場単価を算出するための補正方法については附表１による。 
 

 

 

 

 

 

６ 単位施工単価 

（１）工事場所が物価資料の掲載都市ではない場合は次式により、その単価を調整して算定する。 

 

 

 
 

 

 

 

 

２ 材料価格等 

    単価基準 第１編２（１）に定める材料価格等とは、杭、鉄筋、コンクリート、鉄骨等の価格変動が大き

い資材並びに建物ごとに個別性が高い機器等の単価及び価格をいう。 

 

３ 歩掛り 

   単価の算定に用いる歩掛りは、単価基準 第１編３で規定される標準歩掛りの他に「営繕積算システム等

開発利用協議会歩掛り（以下「協議会歩掛り」という。）」による。 

   また、標準歩掛りの補足資料として、「公共建築工事積算研究会参考歩掛り（以下「参考歩掛り」という。）」

及び、市場単価にない類似の単価の作成や見積り単価の検討資料として、「営繕積算システム等開発利用協

議会参考資料（以下「協議会参考」という。）」を参考とする。 

 

４ 「その他」の率 

        歩掛りの「その他」の率は中間値＋１％を標準※とし、地域の特殊性等を考慮のうえ適切に定める。 

    ※墜落制止用器具の費用を含めた環境安全費の計上分として１％を加算。対象は単価基準の表３－１－

１～３に示された工種とする。 

        なお、交通誘導警備員等の率の設定がされていない工種等については、本来事業者が負担すべき法定福

利費相当額や会社経費を適切に反映した率を設定する。 

 

５ 市場単価 

 単価基準 第１編２（３）の掲載条件が一部異なる場合で市場単価を補正して算出する単価（以下「補正

市場単価」という。）の補正方法は、次の式による。 

 なお、補正市場単価の細目工種、補正に用いる歩掛りについては各章による。 

   

         補正市場単価Ａ’ ＝ 市場単価Ａ × 算定式 

          算定式＝ａ’÷ａ 

          ａ’＝補正市場単価Ａ’の細目工種に対応する歩掛りによる複合単価 

          ａ ＝市場単価Ａの細目工種に対応する歩掛りによる複合単価 
注）算定式の値は、小数点以下第３位を四捨五入して小数点以下第２位とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物価資料掲載の同一規格・仕様、 
工事場所を包括する地区を代表する 

都市のシフト単価 

物価資料掲載の同一規格・仕様、 
工事場所を包括する地区を代表する 

都市のベース単価 

工事場所の 
シフト単価 

工事場所の材料単価、労務単価を用

いて算定したベース単価 
＝ × 
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（２）単価基準 第１編２（４）の規格・仕様が物価資料に掲載されているものと一部異なるため、単価（以下

「補正単位施工単価」という。）を設定する細目工種については、各章による。 

（３）補正単位施工単価を算出するための補正方法については附表２による。 

 

７ 物価資料の掲載価格の取扱い 

 （１）単価基準 第１編２による単価及び価格の算定において材料価格等、材料単価及び仮設材費は、積算

資料（（一財）経済調査会発行）、建設物価（（一財）建設物価調査会発行）等の価格の平均値を採用

する。 

 （２）市場単価は建築施工単価（（一財）経済調査会発行）及び建築コスト情報（（一財）建設物価調査会

発行）に掲載されている「建築工事市場単価」の平均値を採用する。 

（３）単位施工単価のうちシフト単価は建築施工単価（（一財）経済調査会発行）及び建築コスト情報（（一

財）建設物価調査会発行）に掲載されている「建築工事単位施工単価」の平均値を採用する。 

   

８ 製造業者又は専門工事業者の見積価格等 

（１）見積価格 

 単価基準 第１編２（４）による場合で、製造業者又は専門工事業者の見積価格等を参考にして単価及び価

格を算定する場合は、必要に応じてヒアリング等を行い市中における取引状況等（実勢価格帯）を確認する。 

 

なお、当初の工事費内訳書作成時の見積依頼先は複数とし、見積内容が適切なことを確認の上、原則として

最安値の見積書を基に実勢価格帯、類似の取引価格、数量の多寡及び施工条件等を勘案して単価及び価格を決

定する。 

（２）価格決定の参考とする見積書の留意事項 

見積書は紙（ファクシミリ含む）又は電磁的記録によることができることから、単価及び価格決定の参考

とするために取得した見積書が、当該工事対象のものであることを見積担当者等へ確認し、「確認済」を見

積書又は見積比較表に記載（手書きメモ等）する。 

なお、いずれの場合でも製造業者又は専門工事業者の社印、担当者印は省略可。（担当者印の代替として

の直筆署名は不要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 物価資料の掲載価格 

 （１）単価基準 第１編２による単価及び価格の算定において材料価格、材料単価及び仮設材費は、積算

資料（（一財）経済調査会発行）、建設物価（（一財）建設物価調査会発行）等の価格の平均値を採用

する。 

 （２）市場単価は建築施工単価（（一財）経済調査会発行）及び建築コスト情報（（一財）建設物価調査会

発行）に掲載されている「建築工事市場単価」の平均値を採用する。 

 

 

 

７ 製造業者又は専門工事業者の見積価格等 

（１）見積価格 

 単価基準 第１編２（４）による場合で、製造業者又は専門工事業者の見積価格等を参考にして単価及び

価格を算定する場合は、必要に応じてヒアリング等を行い市中における取引状況等（実勢価格帯）を確認す

る。 

なお、当初の工事費内訳書作成時の見積依頼先は複数とし、見積内容が適切なことを確認の上、原則とし

て最安値の見積書を基に実勢価格帯、類似の取引価格、数量の多寡及び施工条件等を勘案して単価及び価格

を決定する。 

（２）価格決定の参考とする見積書の留意事項 

見積書は紙（ファクシミリ含む）又は電磁的記録によることができることから、単価及び価格決定の参

考とするために取得した見積書が、当該工事対象のものであることを見積担当者等へ確認し、「確認済」

を見積書又は見積比較表に記載（手書きメモ等）する。 

なお、いずれの場合でも製造業者又は専門工事業者の社印、担当者印は省略可。（担当者印の代替とし

ての直筆署名は不要） 
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９ 改修工事の取扱い 

（１）改修工事の分類 

改修工事は、執務状態、部位、方法等により、分類できる。 

イ．執務状態、部位、方法等による改修工事の分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．執務状態の区分 

 改修工事は、工事期間における建物内の執務状況により、全館無人改修及び執務並行改修に積算上

区分することができる。 

（イ）全館無人改修：仮庁舎等が準備されている等、改修する建物全館が無人（執務者がいない）の

状態で行う改修工事をいう。 

（ロ）執務並行改修：建物に執務者がいる状態で行う改修工事をいい、施工場所と執務中の場所が区

画されている状態の工事も含まれる。また、増築工事においても既存建物と取

り合う部分の改修工事については、既存建物の執務者の有無の状態により分類

する。 
 
 

 

ハ．部位・方法の区分 

 改修工事は、上記執務状態の区分による二つの区分を下記のとおりさらに細かく区分することがで

きる。 

（イ）外部全面改修：建物の屋根、外壁等の全面を改修する場合をいう。 

（ロ）外部部分改修：建物の屋根、外壁等の小規模で部分的な改修及びそれらが点在する改修をいう。 

（ハ）内部全面改修：建物の内部全面を改修する場合をいう。 

（ニ）内部部分改修：部屋単位の床、壁、天井等の個別又は複合改修及びそれらが点在する改修をい

う。 

間仕切り等の撤去・新設、又は設備改修等による取り合い周辺部分の改修をい

う。 

 

 

 

８ 改修工事の取扱い 

（１）改修工事の分類 

改修工事は、執務状態、部位、方法等により、分類できる。 

イ．執務状態、部位、方法等による改修工事の分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．執務状態の区分 

 改修工事は、工事期間における建物内の執務状況により、全館無人改修及び執務並行改修に積算

上区分することができる。 

（イ）全館無人改修：仮庁舎等が準備されている等、改修する建物全館が無人（執務者がいない）の

状態で行う改修工事をいう。 

（ロ）執務並行改修：建物に執務者がいる状態で行う改修工事をいい、施工場所と執務中の場所が

区画されている状態の工事も含まれる。また、増築工事においても既存建物

と取り合う部分の改修工事については、既存建物の執務者の有無の状態によ

り分類する。 
なお、執務並行改修の場合は、施工者が執務環境に配慮等しながら施工を行

うことを前提として単価の補正を行う。 

 

ハ．部位・方法の区分 

 改修工事は、上記執務状態の区分による二つの区分を下記のとおりさらに細かく区分することが

できる。 

（イ）外部全面改修：建物の屋根、外壁等の全面を改修する場合をいう。 

（ロ）外部部分改修：建物の屋根、外壁等の小規模で部分的な改修及びそれらが点在する改修をい

う。 

（ハ）内部全面改修：建物の内部全面を改修する場合をいう。 

（ニ）内部部分改修：部屋単位の床、壁、天井等の個別又は複合改修及びそれらが点在する改修をい

う。 

間仕切り等の撤去・新設、又は設備改修等による取り合い周辺部分の改修を

いう。 

 

外部全面改修・外部部分改修

全館無人改修

内部全面改修・内部部分改修

改修工事（建物）

外部全面改修・外部部分改修

執務並行改修

内部全面改修・内部部分改修

外部全面改修・外部部分改修

全館無人改修

内部全面改修・内部部分改修

改修工事（建物）

外部全面改修・外部部分改修

執務並行改修

内部全面改修・内部部分改修
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（２） 改修工事における労務の所要量の割増し、単価の補正 

イ 全館無人改修の場合は、単価基準の第２編、第３編、第４編及び本資料に定められた複合単価、市場単

価、補正市場単価、単位施工単価、補正単位施工単価のほか参考歩掛り等を使用する。改修を理由とした

労務の所要量の割増し、単価の補正は行わない。 

ロ 執務並行改修の場合は、施工業者が執務者に配慮等しながら施工を行う事を前提として、表Ａ－１、

表Ｅ－１及び表Ｍ－１のとおり、工種に応じて、複合単価、単位施工単価、補正単位施工単価について

は、労務の所要量の割増しを行い、市場単価及び補正市場単価は改修補正率を乗ずる。 

著しく作業効率が悪い場合においては、表Ａ－１、表Ｅ－１及び表Ｍ－１によらず、実状を考慮して、

労務の所要量の割増し、単価の補正を行う。 

単位施工単価については、ベース単価は複合単価の方法により算定することとなっており、この複合単

価に含まれる労務の所要量の割増しを行う。シフト単価については、物価資料の掲載価格をもとに以下

の式により算定する。 

 

[工事場所が物価資料の掲載都市の場合] 

 

 
 

 

 

 

[工事場所が物価資料の掲載都市ではない場合] 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）執務並行改修の場合の単価の補正 

 執務並行改修の場合は、施工業者が執務者に配慮等しながら施工をおこなう事を前提として単価の補正

をおこなう。 

 

（３） 改修工事の積算に用いる単価の適用 

 全館無人改修の場合は基準単価とし、執務並行改修の場合は表Ａ－１、表Ｅ－１及び表Ｍ－１により、

基準単価又は基準補正単価とすることを標準とする。なお、基準単価及び基準補正単価は次による。（表

4） 

イ．基準単価 

 単価基準の第２編、第３編、第４編及び本資料に定められた標準歩掛りによる複合単価並びに市場

単価及び補正市場単価のほか、参考歩掛り等による複合単価。 

ロ．基準補正単価 

（イ）建築工事については、標準歩掛りによる複合単価は労務の所要量の１５％増しを標準とする。

また、市場単価及び補正市場単価においては、表Ａ－１による改修補正率を標準として算定する。 

（ロ）電気設備工事については、標準歩掛りによる複合単価は労務の所要量の２０％増しを標準とす

る。また、市場単価及び補正市場単価においては、表Ｅ－１による改修補正率を標準として算定

する。 

（ハ）機械設備工事については、標準歩掛りによる複合単価は労務の所要量の２０％増しを標準とす

る。また、市場単価及び補正市場単価においては、表Ｍ－１による改修補正率を標準として算定

する。 

（ニ）著しく作業効率が悪い場合においては実状を考慮し労務費等を補正する。 
 

  表４ 改修工事の積算に用いる単価の適用 

執務状態の区分 単価の適用 使用する単価及び補正 

全館無人改修 

 

基準単価 

 

複合単価、市場単価、補正市場単価をそのまま用いる 

執務並行改修※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準単価 

 

複合単価、市場単価、補正市場単価をそのまま用いる 

基準補正単価 

 

 

 

 

 

 

複合単価の労務の所要量１５％又は２０％増し 

 

 ・建築工事 

  労務の所要量 × １．１５（１５％増し） 

  ・電気設備工事及び機械設備工事 

  労務の所要量 × １．２０（２０％増し） 

市場単価×改修補正率(表A-1､表E-1､表M-1) 

補正市場単価×改修補正率(表A-1､表E-1､表M-1) 

物価資料掲載の同一規格・仕様、 
工事場所を包括する地区を代表する 

都市のシフト単価 

物価資料掲載の同一規格・仕様、 
工事場所を包括する地区を代表する 

都市のベース単価 

改修割増し後の 
シフト単価 

工事場所の材料単価、労務単価を用

い、労務の所要量を割増しの上、算

定したベース単価 

＝ × 

物価資料掲載の同一規格・仕様、 
工事場所の都市のシフト単価 

物価資料掲載の同一規格・仕様、

工事場所の都市のベース単価 

改修割増し後の 
シフト単価 

工事場所の材料単価、労務単価を用

い、労務の所要量を割増しの上、算

定したベース単価 

＝ × 
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表Ａ－１執務並行改修の場合の工種ごとの労務の所要量割増し、改修補正率 

工種 
 

複合単価、単位施工単価

、補正単位施工単価の労

務の所要量割増し 

市場単価及び補正市場単価の 
改修補正率 

備考 
 

仮設 － － －  
土工 － － －  
地業 － － －  
鉄筋 － － －  
コンクリート － － －  
型枠 － － －  
鉄骨 － － －  
既製コンクリート １５％増し － －  
防水 
 

１５％増し 防水 1.07  
 防水（シーリング） 1.13 

石 １５％増し － －  
タイル １５％増し － －  
木工 １５％増し － －  
屋根及びとい １５％増し － －  
金属 １５％増し 金属 1.08  
左官（仕上塗材仕上）  －  － －  

左官（仕上塗材仕上以外） 
 

１５％増し 左官(仕上塗材仕上以外) 
 

1.14 
 

 
 

建具 
 

１５％増し 建具（ガラス） 1.09  
 建具（シーリング） 1.14 

塗装（改修標仕仕様） １５％増し 塗装（改修標仕仕様） 1.14  
内外装 
 

１５％増し 内外装 1.11  
 内外装(ビニル床材) 1.08 

仕上げユニット １５％増し － －  
排水 － － －  
構内舗装 － － －  
植栽 － － －  
仮設（改修） － － －  
撤去 － － －  
外壁改修 － － －  
とりこわし － － －  

 注）－は該当する種類の単価がない又は労務の所要量の割増し、単価の補正は行わないことを示す 

 
 ※執務並行改修における単価の適用は、表 A－１、表 E－１及び表 M－１の工種ごとの「用いる単価」によ

り、基準単価及び基準補正単価を用いる。 

 
表Ａ－１執務並行改修の場合の工種ごとの単価適用区分 

 
工種 

 
 

 
用いる単価 

 
 

基準補正単価の算定方法  
 

備考 
 

複合単価 
労務の所要量 

補正 

市場単価及び補正市場単価 
改修補正率 

 
仮設 基準単価 － － －  
土工 基準単価 － － －  
地業 基準単価 － － －  
鉄筋 基準単価 － － －  
コンクリート 基準単価 － － －  
型枠 基準単価  － － －  
鉄骨 基準単価 － － －  
既製コンクリート 基準補正単価 1.15  － －  
防水 
 

基準補正単価 
 

1.15 
 

防水 1.07  
 防水（シーリング） 1.13 

石 基準補正単価 1.15 － －  
タイル 基準補正単価 1.15 － －  
木工 基準補正単価 1.15 － －  
屋根及びとい 基準補正単価 1.15 － －  
金属 基準補正単価 1.15 金属 1.08  
左官（仕上塗材仕上） 基準単価  －  － －  

左官（仕上塗材仕上以外） 
 

基準補正単価 
 

1.15 
 

左官(仕上塗材仕上以外) 
 

1.14 
 

 
 

建具 
 

基準補正単価 
 

1.15 
 

建具（ガラス） 1.09  
 建具（シーリング） 1.14 

塗装（改修標仕仕様） 基準補正単価 1.15 塗装（改修標仕仕様） 1.14  
内外装 
 

基準補正単価 
 

1.15 
 

内外装 1.11  
 内外装(ビニル床材) 1.08 

仕上げユニット 基準補正単価 1.15 － －  
排水 基準単価 － － －  
構内舗装 基準単価 － － －  
植栽 基準単価 － － －  
仮設（改修） 基準単価 － － －  
撤去 基準単価 － － －  
外壁改修 基準単価 － － －  
とりこわし 基準単価 － － －  
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表Ｅ－１ 執務並行改修の場合の工種ごとの労務の所要量割増し、改修補正率 
工種 

 

複合単価、単位施工単価

、補正単位施工単価の労

務の所要量割増し 

市場単価及び補正市場単価の 
改修補正率 

備考 
 

配管工事 
 
 
 
 
 
 
 
 

２０％増し 
 
 
 
 
 
 
 

電線管､2種金属線ぴ及び同ﾎﾞｯｸｽ 1.18  
 
 
 
 
 
 
 
 

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ 1.14 
位置ﾎﾞｯｸｽ及び位置ﾎﾞｯｸｽ用ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 1.17 
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 1.12 
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用接地端子 1.00 
防火区画貫通処理 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用（壁・床） 1.13 
防火区画貫通処理 金属管・丸型用 1.05 
(電動機その他接続材工事) 
金属製可とう電線管 

1.14 
 

配線工事 ２０％増し 600V絶縁電線及び600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 1.16  
接地工事（屋内） ２０％増し － －  
接地工事（屋外） 
 

－ 
 

（接地極工事） 
銅板式、銅覆鋼棒、 接地極埋設票（金属製） 

－ 
 

 
 

塗装工事 ２０％増し － －  
機器搬入 ２０％増し － －  
電灯設備 ２０％増し － －  
動力設備 ２０％増し － －  
雷保護設備 ２０％増し － －  
受変電設備 ２０％増し － －  
電力貯蔵設備 ２０％増し － －  
架空線路 － － －  
地中線路 － － －  
構内交換設備 ２０％増し － －  
情報表示･拡声設備 ２０％増し － －  
誘導支援設備 ２０％増し － －  
ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備 ２０％増し － －  
監視カメラ設備 ２０％増し － －  
火災報知設備 ２０％増し － －  
撤去（再使用しない） － － －  
撤去（再使用する） － － －  
再取付け ２０％増し － －  
機器搬出 ２０％増し － －  
はつり工事 ２０％増し － －  

 注）－は該当する種類の単価がない又は労務の所要量の割増し、単価の補正は行わないことを示す。 

屋外、共同溝等においては原則として労務の所要量割増しは行わない。 
 

 

 

 

 

表Ｅ－１ 執務並行改修の場合の工種ごとの単価適用区分 
           

工種 
 

         
用いる単価 

 

基準補正単価の算定方法  
備考 
 

複合単価 
労務の所要量補正 

市場単価及び補正市場単価 
改修補正率 

配管工事 
 
 
 
 
 
 
 
 

基準補正単価 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.20 
 
 
 
 
 
 
 
 

電線管､2種金属線ぴ及び同ﾎﾞｯｸｽ 1.18  
 
 
 
 
 
 
 
 

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ 1.14 
位置ﾎﾞｯｸｽ及び位置ﾎﾞｯｸｽ用ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 1.17 
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 1.12 
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用接地端子 1.00 
防火区画貫通処理 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用（壁・床

） 
1.13 

防火区画貫通処理 金属管・丸型用 1.05 
(電動機その他接続材工事) 
金属製可とう電線管 

1.14 
 

配線工事 基準補正単価 1.20 600V絶縁電線及び600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 1.16  
接地工事（屋内） 基準補正単価 1.20 － －  
接地工事（屋外） 
 

基準単価 
 

－ 
 

（接地極工事） 
銅板式、銅覆鋼棒、 接地極埋設票（金属製） 

－ 
 

 
 

塗装工事 基準補正単価 1.20 － －  
機器搬入 基準補正単価 1.20 － －  
電灯設備 基準補正単価 1.20 － －  
動力設備 基準補正単価 1.20         － －  
雷保護設備 基準補正単価 1.20      － －  
受変電設備 基準補正単価 1.20 － －  
電力貯蔵設備 基準補正単価 1.20 － －  
架空線路 基準単価 － － －  
地中線路 基準単価 － － －  
構内交換設備 基準補正単価 1.20 － －  
情報表示･拡声設備 基準補正単価 1.20 － －  
誘導支援設備 基準補正単価 1.20 － －  
ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備 基準補正単価 1.20 － －  
監視カメラ設備 基準補正単価 1.20 － －  
火災報知設備 基準補正単価 1.20 － －  
撤去（再使用しない） 基準単価 － － －  
撤去（再使用する） 基準単価 － － －  
再取付け 基準補正単価 1.20 － －  
機器搬出 基準補正単価 1.20 － －  
はつり工事 基準補正単価 1.20 － －  

 注）屋外、共同溝等においては原則として基準補正単価を適用しない。 
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表Ｍ－１ 執務並行改修の場合の工種ごとの労務の所要量割増し、改修補正率 

工種 
 

複合単価、単位施工単価

、補正単位施工単価の労

務の所要量割増し 

市場単価及び補正市場単価の 
改修補正率 

備考 
 

配管工事 
(屋内一般､機械室・便所) 

２０％増し － 
 

－ 
 

屋上及び 
外壁施工含む 

配管工事 
(屋外・共同溝) 

－ 
 

－ 
 

－ 
 

 
 

配管工事(地中) － － －  
配管附属品 ２０％増し － －  
保温工事 ２０％増し 配管用、ﾀﾞｸﾄ用及び消音内貼 1.14  
塗装及び防錆工事 ２０％増し － －  
機器搬入 ２０％増し － －  
総合調整 ２０％増し － －  
土工事 － － －  
コンクリート工事 ２０％増し － － 屋内基礎等 
機器類の据付 ２０％増し － －  
ダクト設備 ２０％増し 低圧ﾀﾞｸﾄ、排煙ﾀﾞｸﾄ及び低圧ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 1.14  
ダクト附属品 
 

２０％増し 既製品ﾎﾞｯｸｽ、制気口、ﾀﾞﾝﾊﾟｰ等の取付手間のみ 1.20 
 

 
 

自動制御設備 ２０％増し － － 歩掛りによる場合 
衛生器具設備 
(ﾕﾆｯﾄを除く) 

２０％増し 取付手間のみ 
 

1.20 
 

 
 

桝類 － － －  
消火設備 
(特殊消火を除く) 

２０％増し － 
 

－ 
 

歩掛りによる場合 
 

配管分岐・切断 ２０％増し － －  
機器搬出 ２０％増し － －  
はつり工事 ２０％増し － －  
ダクト端部閉塞 ２０％増し － －  
インバート改修 － － －  
撤去(再使用する) － － －  
撤去(再使用しない) － － －  
再取付け ２０％増し － －  

 注）－は該当する種類の単価がない又は労務の所要量の割増し、単価の補正は行わないことを示す。 

屋外、共同溝等においては原則として労務の所要量割増しは行わない。 

       
 

 

 
表Ｍ－１ 執務並行改修の場合の工種ごとの単価適用区分 

         
工種 

 
 

 
用いる単価 

 
 

基準補正単価の算定方法  
備考 

 
 

複合単価 
労務の所要量 

補正 

市場単価及び補正市場単価 
改修補正率 

 
配管工事 
(屋内一般､機械室・便所) 

基準補正単価 
 

1.20 
 

－ 
 

－ 
 

屋上及び 
外壁施工含む 

配管工事 
(屋外・共同溝) 

基準単価 
 

－ 
 

－ 
 

－ 
 

 
 

配管工事(地中) 基準単価 － － －  
配管附属品 基準補正単価 1.20 － －  
保温工事 基準補正単価 1.20 配管用、ﾀﾞｸﾄ用及び消音内貼 1.14  
塗装及び防錆工事 基準補正単価 1.20 － －  
機器搬入 基準補正単価 1.20 － －  
総合調整 基準補正単価 1.20 － －  
土工事 基準単価 － － －  
コンクリート工事 基準補正単価 1.20 － － 屋内基礎等 
機器類の据付 基準補正単価 1.20 － －  
ダクト設備 基準補正単価 1.20 低圧ﾀﾞｸﾄ、排煙ﾀﾞｸﾄ及び低圧ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 1.14  
ダクト附属品 
 

基準補正単価 
 

1.20 
 

既製品ﾎﾞｯｸｽ、制気口、ﾀﾞﾝﾊﾟｰ等の取付手

間のみ 
1.20 

 
 
 

自動制御設備 基準補正単価 1.20 － － 歩掛りによる場合 
衛生器具設備 
(ﾕﾆｯﾄを除く) 

基準補正単価 
 

1.20 
 

取付手間のみ 
 

1.20 
 

 
 

桝類 基準単価 － － －  
消火設備 
(特殊消火を除く) 

基準補正単価 
 

1.20 
 

－ 
 

－ 
 

歩掛りによる場合 
 

配管分岐・切断 基準補正単価 1.20 － －  
機器搬出 基準補正単価 1.20 － －  
はつり工事 基準補正単価 1.20 － －  
ダクト端部閉塞 基準補正単価 1.20 － －  
インバート改修 基準単価 － － －  
撤去(再使用する) 基準単価 － － －  
撤去(再使用しない) 基準単価 － － －  
再取付け 基準補正単価 1.20 － －  

 注）屋外、共同溝等においては原則として基準補正単価を適用しない。 
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（３） 改修工事の積算にあたっての留意事項 

 改修工事の積算にあたっては、実状、施工条件明示事項等を考慮し、施工計画上必要となる仮設類の盛替

え費用及び現場施工の制約を考慮した費用等を適切に積算する。また、製造業者又は専門工事業者の見積価

格等を参考にする場合は、当該工事の施工条件を満たした内容であることを確認する。 
 なお、施工区分、施工手順等に応じた積算における留意事項は以下のとおり。 

イ．荷揚用揚重機械器具は、設計図書に条件明示された施工区分及び施工手順にあった回数等を十分

検討し、適切に計上する。 

ロ．荷揚用揚重機械器具による揚重ができない場合は、人力による小運搬等を現場状況に応じて適切

に計上する。 

ハ．直接仮設の墨出し、養生、整理清掃後片付け、足場等が、設計図書に条件明示された施工区分、

施工手順等の現場状況により、複数回生じる場合は、適切に計上する。 

ニ．発生材については、施工区分、施工手順等の現場状況によりストックすることができず、その都

度搬出しなくてはならない場合、または運搬車の規格が通常とは異なる等の場合、現場状況に応

じて適切に計上すること。 

 
１０ 工事量が僅少等の取扱い 

 工事量が僅少の場合、施工場所が点在する場合、工程上連続作業が困難な場合等の単価及び価格は、施工

に最低限必要な単位の材料、労務、機械器具等の費用を実状に応じて算定する。 

                                                                  

１１ 時間外、深夜及び休日の労働についての労務単価 

（１）公共工事設計労務単価（以下「労務単価」という。）は、所定労働時間内８時間当たりの単価であり、時

間外、深夜及び休日の労働についての割増賃金は含まれない。 

（２）時間外及び深夜の労働は、施工時期・施工時間が制限され、割増賃金を見込む必要が設計図書に明示され

た場合に、労務費を下記により算定する。ただし、時間外の労働は、変形労働時間制等を考慮し、実状に応

じて積算する。 

 

労務費（総額）＝労務単価＋労務単価×Ｋ×割増すべき時間数 

   

  ただし、Ｋ（割増賃金係数）＝割増対象賃金比×１／８×割増係数とする。 

 なお、Ｋ（割増賃金係数）は当該年度の「労務単価」の「割増対象賃金比及び１時間当り割増賃金係

数」による。 

 また、市場単価及び単位施工単価の細目工種において、時間外及び深夜の労働について割増賃金を見

込む必要がある場合は、割増賃金に相当する割増し率を算定し市場単価及び単位施工単価を補正する。 

 

（３）休日の労働は、緊急時等、やむを得ず法定休日に作業を行い、割増賃金を見込む必要が設計図書に明示さ

れた場合に、労務費を下記により算定する。なお、法定休日とは、使用者の定める週一回以上、もしくは４

週間のうちに４日以上の休日とする。（労働基準法 第３５条） 

 

（４） 改修工事の積算にあたっての留意事項 

 改修工事の積算にあたっては、実状、施工条件明示事項等を考慮し、施工計画上必要となる仮設類の盛

替え費用及び現場施工の制約を考慮した費用等を適切に積算する。また、製造業者又は専門工事業者の見

積価格等を参考にする場合は、当該工事の施工条件を満たした内容であることを確認する。 
 なお、施工区分、施工手順等に応じた積算における留意事項は以下のとおり。 

イ．荷揚用揚重機械器具は、設計図書に条件明示された施工区分及び施工手順にあった回数等を十

分検討し、適切に計上する。 

ロ．荷揚用揚重機械器具による揚重ができない場合は、人力による小運搬等を現場状況に応じて適

切に計上する。 

ハ．直接仮設の墨出し、養生、整理清掃後片付け、足場等が、設計図書に条件明示された施工区分、

施工手順等の現場状況により、複数回生じる場合は、適切に計上する。 

ニ．発生材については、施工区分、施工手順等の現場状況によりストックすることができず、その

都度搬出しなくてはならない場合、または運搬車の規格が通常とは異なる等の場合、現場状況に

応じて適切に計上すること。 

 
９ 工事量が僅少等の取扱い 

 工事量が僅少の場合、施工場所が点在する場合、工程上連続作業が困難な場合等の単価及び価格は、施工

に最低限必要な単位の材料、労務、機械器具等の費用を実状に応じて算定する。 

                                                                  

１０ 時間外、深夜及び休日の労働についての労務単価 

（１）公共工事設計労務単価（以下「労務単価」という。）は、所定労働時間内８時間当たりの単価であり、

時間外、深夜及び休日の労働についての割増賃金は含まれない。 

（２）時間外及び深夜の労働は、施工時期・施工時間が制限され、割増賃金を見込む必要が設計図書に明示さ

れた場合に、労務費を下記により算定する。ただし、時間外の労働は、変形労働時間制等を考慮し、実状

に応じて積算する。 

 

労務費（総額）＝労務単価＋労務単価×Ｋ×割増すべき時間数 

   

  ただし、Ｋ（割増賃金係数）＝割増対象賃金比×１／８×割増係数とする。 

 なお、Ｋ（割増賃金係数）は当該年度の「労務単価」の「割増対象賃金比及び１時間当り割増賃金係

数」による。 

 また、市場単価の細目工種において、時間外及び深夜の労働について割増賃金を見込む必要がある場

合は、割増賃金に相当する割増し率を算定し市場単価を補正する。 

 

（３）休日の労働は、緊急時等、やむを得ず法定休日に作業を行い、割増賃金を見込む必要が設計図書に明示

された場合に、労務費を下記により算定する。なお、法定休日とは、使用者の定める週一回以上、もしく

は４週間のうちに４日以上の休日とする。（労働基準法 第３５条） 
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  労務費（総額）＝労務単価×Ｋ×割増すべき時間数 

 

 なお、Ｋ（割増賃金係数）の取扱いは（２）による。 

 また、市場単価及び単位施工単価の細目工種において、休日の労働について割増賃金を見込む必要が

ある場合は、割増賃金に相当する割増し率を算定し市場単価及び単位施工単価を補正する。 

     ただし、緊急時等、やむを得ない場合に該当しない法定休日に作業を行い、別の日を振替休日とした

場合は適用しない。 

 

１２ 寒冷地、離島等の取扱い 

（１）寒冷地における除雪に関する費用及び寒中養生のための費用等は、実状に応じて積算する。 

（２）離島等における工事の積算にあたっては、材料・労務の調達、プラント・機械器具の有無、運搬方法等に

ついての特殊事情を調査・検討し、実状に応じて積算する。 

 

１３ 設計変更時の取扱い 

 単価基準 第１編５の場合の設計変更時の積算において、当初設計の工事費内訳書に対して種目が追加さ

れた場合の単価及び価格は、総括監督員の指示又は承諾した時点の単価及び価格とする。 

第 ２ 章 建 築 工 事 
 

第 1 節 新 営 工 事 

 
第 1 項～第 3 項 （略） 
 
第 4 項  鉄     筋 
 

 

1  一般事項 
 
    細目工種は、単価基準によるほか表Ａ４－１による。 

 

2 単価、価格等 
 
 （１）鉄筋資材単価 

  スクラップ単価は、物価資料の掲載価格のうち規格「鉄屑 ヘビー Ｈ２」とする。 

 なお、鉄筋屑等のスクラップ数量は、所要数量から設計数量を差し引いた数量の７０％とする。 

  （２）鉄筋加工組立 

イ．工場管理費は、中間値を標準とする。なお、地域性などにより実状が異なる場合は、この限りでな

い。 

 

  労務費（総額）＝労務単価×Ｋ×割増すべき時間数 

 

 なお、Ｋ（割増賃金係数）の取扱いは（２）による。 

 また、市場単価の細目工種において、休日の労働について割増賃金を見込む必要がある場合は、割増

賃金に相当する割増し率を算定し市場単価を補正する。 

     ただし、緊急時等、やむを得ない場合に該当しない法定休日に作業を行い、別の日を振替休日とした

場合は適用しない。 

 

１１ 寒冷地、離島等の取扱い 

（１）寒冷地における除雪に関する費用及び寒中養生のための費用等は、実状に応じて積算する。 

（２）離島等における工事の積算にあたっては、材料・労務の調達、プラント・機械器具の有無、運搬方法等

についての特殊事情を調査・検討し、実状に応じて積算する。 

 

１２ 設計変更時の取扱い 

 単価基準 第１編５の場合の設計変更時の積算において、当初設計の工事費内訳書に対して種目が追加

された場合の単価及び価格は、総括監督員の指示又は承諾した時点の単価及び価格とする。 

第 ２ 章 建 築 工 事 
 

第 1 節 新 営 工 事 

 
第 1 項～第 3 項 （略） 
 
第 4 項  鉄     筋 
 

 

1  一般事項 
 
    細目工種は、単価基準によるほか表Ａ４－１による。 

 

2 単価、価格等 
 
 （１）鉄筋資材単価 

  スクラップ単価は、物価資料の掲載価格のうち規格「鉄屑 ヘビー Ｈ２」とする。 

 なお、鉄筋屑等のスクラップ数量は、所要数量から設計数量を差し引いた数量の７０％とする。 

  （２）鉄筋加工組立 
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ロ．RC ﾗｰﾒﾝ構造 階高 3.5～4.0m 程度 形状単純の加工及び組立において細物とはＤ16 以下、太物と

はＤ19 以上とする。また、太物と細物の構成比は 40:60 程度を標準とする。 
ハ．鉄筋現場加工は、鉄筋工場加工のベース歩掛りを用い、労務歩掛りに１．２０を乗じるとともに、工

場管理費は含めないで算定する。なお、これによりがたい場合は専門工事業者の見積価格等による。 
ニ．梁貫通孔補強鉄筋現場加工は、梁貫通孔補強鉄筋工場加工の標準歩掛りを用い、労務歩掛りに太物

は１．５８、細物は１．３８を乗じるとともに、工場管理費は含めないで算定する。なお、これにより

がたい場合は専門工事業者の見積価格等による。 
ホ．表Ａ４－１ 鉄筋加工組立 Ｓ造床版は、鉄骨造で床版がデッキプレート等を使用したコンクリー

ト床版の場合に使用する。 

ヘ．表Ａ４－１ 鉄筋加工組立 小型構造物は、雑工作物の擁壁、囲障基礎、門等に使用する。ただし、

連続する擁壁等を施工する場合は、単位施工単価の鉄筋コンクリート造壁式構造を適用する。 
 

  
（３）鉄筋運搬 

      鉄筋運搬用トラックの規格は１０ｔ車を標準とする。 

ただし、建築構造物の規模や敷地条件等により４ｔ車を考慮する。 
 
表 A4 - 1  補正単位施工単価  

 細  目  摘    要  単位 備 考 

鉄筋加工組立 S造 床版   ｔ  

鉄筋加工組立 小型構造物   ｔ  

 

 （４）ガス圧接 

     アセチレン及び酸素について、物価資料に掲載されている都市以外の単価の把握が困難な場合におい

ては、工事場所を包括する地区を代表する都市の単価を準用することができる（離島や遠方等で実態が

異なる場合は除く）。 
 

第 5 項 （略） 
 

第 6 項  型   枠 
 

 

1 一般事項 

 

（１） 細目工種は、単価基準によるほか表Ａ６－１による。 

（２） 細目工種は、第４編第１章３によるほか、表Ａ６－２による。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
イ．現場加工となる場合は専門工事業者の見積価格等による。 

ロ．表Ａ４－１ 鉄筋加工組立 Ｓ造床版は、鉄骨造で床版がデッキプレート等を使用したコンクリー

ト床版の場合に使用する。 

ハ．表Ａ４－１ 鉄筋加工組立 小型構造物は、雑工作物の擁壁、囲障基礎、門等に使用する。ただし、

連続する擁壁等を施工する場合は、市場単価の鉄筋コンクリート造壁式構造を適用する。 

 
 （３）鉄筋運搬 

      鉄筋運搬用トラックの規格は４ｔ車を標準とする。 

ただし、建築構造物の規模や敷地条件等により１０ｔ車を考慮する。 
 
表 A4 - 1  補正市場単価                      

 細  目  摘    要  単位 備 考 

鉄筋加工組立 S造 床版   ｔ  

鉄筋加工組立 小型構造物   ｔ  

 

 

 

 

 

 

第 5 項 （略） 
 

第 6 項  型   枠 
 

 

1 一般事項 

 

 （１）細目工種は、単価基準によるほか表Ａ６－１による。 

（２）細目工種は、第４編第１章３によるほか、表Ａ６－２による。 
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（３）型枠材（丸パイプ及びパイプサポート類も含む）は型枠業者が回収する。 
（４）型枠組立解体時に発生した鉄線、釘類及び端材の処理費は、共通仮設費の屋外整理清掃費に含まれる。 

 

2 単価、価格等 

 

 （１）合板型枠 

 イ．埋め殺しの場合は、単位施工単価及び補正単位施工単価を適用しない。 

 ロ．型枠の転用率が低い場合等は、小型構造物用型枠を使用する。 

なお、連続する擁壁等を施工する場合は、単位施工単価及び補正単位施工単価の壁式構造 （基礎部

または地上軸部）を適用する。 

 ハ．普通型枠にコーンを使用する場合、普通型枠にコーンを加算する。また、コーン処理を別途計上す

る。 
 

 （２）型枠運搬 

   型枠運搬用トラックの規格は４ｔ車を標準とする。 

   ただし、建築構造物の規模や 敷地条件等により１０ｔ車を考慮する。 
 

  （３）その他 

      特殊な型枠を使用する場合は物価資料による掲載価格、専門工事業者の見積価格等により算出する。 

 

 

  表 A6 - 1  補正単位施工単価 

細  目  摘    要  単位  備 考 

打放し合板型枠 ﾗー ﾒﾝ構造・壁式構造 基礎部B種   ㎡               
打放し合板型枠 ﾗー ﾒﾝ構造・壁式構造 基礎部C種  ㎡               
打放し合板型枠 ﾗー ﾒﾝ構造 地下軸部 A種 階高 5.0ｍ程度 ㎡               
打放し合板型枠 ﾗー ﾒﾝ構造 地下軸部 B種 階高 5.0ｍ程度 ㎡               
打放し合板型枠 ﾗー ﾒﾝ構造 地下軸部 C種 階高 5.0ｍ程度 ㎡               
打放し合板型枠 ﾗー ﾒﾝ構造 地上軸部 A種 階高 3.5 ～ 4.0ｍ程度 ㎡               
打放し合板型枠 壁式構造 地上軸部 A種 階高 2.8ｍ程度 ㎡               
小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 ㎡  

 

 

 

 

 

 
（３）型枠材（丸パイプ及びパイプサポート類も含む）は型枠業者が回収する。 

（４）型枠組立解体時に発生した鉄線、釘類及び端材の処理費は、共通仮設費の屋外整理清掃費に含まれる。 

 

2 単価、価格等 

 

 （１）合板型枠 

 イ．埋め殺しの場合は、市場単価及び補正市場単価を適用しない。 

 ロ．型枠の転用率が低い場合等は、小型構造物用型枠を使用する。 

なお、連続する擁壁等を施工する場合は、市場単価及び補正市場単価の壁式構造 （基礎部または地

上軸部）を適用する。 

 ハ．普通型枠にコーンを使用する場合、普通型枠にコーンを加算する。また、コーン処理を別途計上す

る。 
 

 （２）型枠運搬 

   型枠運搬用トラックの規格は４ｔ車を標準とする。 

   ただし、建築構造物の規模や 敷地条件等により１０ｔ車を考慮する。 
 

  （３）その他 

      特殊な型枠を使用する場合は物価資料による掲載価格、専門工事業者の見積価格等により算出す

る。 
 

  表 A6 - 1  補正市場単価 

細  目  摘    要  単位  備 考 

打放し合板型枠 ﾗー ﾒﾝ構造・壁式構造 基礎部B種   ㎡               
打放し合板型枠 ﾗー ﾒﾝ構造・壁式構造 基礎部C種  ㎡               
打放し合板型枠 ﾗー ﾒﾝ構造 地下軸部 A種 階高 5.0ｍ程度 ㎡               
打放し合板型枠 ﾗー ﾒﾝ構造 地下軸部 B種 階高 5.0ｍ程度 ㎡               
打放し合板型枠 ﾗー ﾒﾝ構造 地下軸部 C種 階高 5.0ｍ程度 ㎡               
打放し合板型枠 ﾗー ﾒﾝ構造 地上軸部 A種 階高 3.5 ～ 4.0ｍ程度 ㎡               
打放し合板型枠 壁式構造 地上軸部 A種 階高 2.8ｍ程度 ㎡               
小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 ㎡  
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第 8 項  耐震改修 
 

 

 1  一般事項 

 

    細目工種は、表Ａ２１－１及び表Ａ２１－２による。 

 

 2  単価、価格等 

 

 （１）鉄筋工事 

      第４編第２章第１節第４項による。ただし、鉄筋加工組立の細目工種は、耐震改修で使用する場合

に標準的な鉄筋と構成比が異なるため本項による。 
      なお、鉄筋運搬用トラックの規格は４ｔ車を標準とする。 

 （２）コンクリート工事 

      第４編第２章第１節第５項による。 

 （３）型枠工事 

    イ．型枠の細目工種は、耐震改修で使用する場合に標準的な型枠と構成比が異なるため本項による。 

    ロ．型枠運搬の細目工種は、第４編第２章第１節第６項による。 

 （４）鉄骨工事 

      第４編第２章第１節第７項による。 

 

表 A 21 - 1  補正単位施工単価                      

 細  目  摘    要  単位 備  考 

鉄筋加工組立 耐震改修用  ｔ  

 

表 A 21 - 2  補正単位施工単価                                                      

 細  目  摘    要  単位 備  考 
   普通合板型枠 壁式構造 基礎部 ㎡                
   普通合板型枠 耐震改修用 地下軸部 ㎡           
   普通合板型枠 耐震改修用 地上軸部 ㎡                
   打放し合板型枠 耐震改修用 地下軸部 A種 ㎡           
   打放し合板型枠 耐震改修用 地下軸部 B種 ㎡                
   打放し合板型枠 耐震改修用 地下軸部 C種 ㎡           
   打放し合板型枠 耐震改修用 地上軸部 A種 ㎡  
   打放し合板型枠 耐震改修用 地上軸部 B種 ㎡  
   打放し合板型枠 耐震改修用 地上軸部 C種 ㎡  

 
第 8 項  耐震改修 
 

 

 1  一般事項 

 

    細目工種は、表Ａ２１－１及び表Ａ２１－２による。 

 

 2  単価、価格等 

 

 （１）鉄筋工事 

      第４編第２章第１節第４項による。ただし、鉄筋加工組立の細目工種は、耐震改修で使用する場合

に標準的な鉄筋と構成比が異なるため本項による。 
 
 （２）コンクリート工事 

      第４編第２章第１節第５項による。 

 （３）型枠工事 

    イ．型枠の細目工種は、耐震改修で使用する場合に標準的な型枠と構成比が異なるため本項による。 

    ロ．型枠運搬の細目工種は、第４編第２章第１節第６項による。 

 （４）鉄骨工事 

      第４編第２章第１節第７項による。 

 

表 A 21 - 1  補正市場単価                      

 細  目  摘    要  単位 備  考 

鉄筋加工組立 耐震改修用  ｔ  

 

表 A 21 - 2  補正市場単価                                                      

 細  目  摘    要  単位 備  考 
   普通合板型枠 壁式構造 基礎部 ㎡                
   普通合板型枠 耐震改修用 地下軸部 ㎡           
   普通合板型枠 耐震改修用 地上軸部 ㎡                
   打放し合板型枠 耐震改修用 地下軸部 A種 ㎡           
   打放し合板型枠 耐震改修用 地下軸部 B種 ㎡                
   打放し合板型枠 耐震改修用 地下軸部 C種 ㎡           
   打放し合板型枠 耐震改修用 地上軸部 A種 ㎡  
   打放し合板型枠 耐震改修用 地上軸部 B種 ㎡  
   打放し合板型枠 耐震改修用 地上軸部 C種 ㎡  



       

-14- 
 

改定 現行 
 

附表１ 補正市場単価算出方法 

 

 補正市場単価算出上の留意点 

 

歩掛りによって、補正市場単価を作成する場合は、以下の点に留意する。 

 

１．材料単価および価格 

 

 市場単価の採用都市と同じ採用都市の材料単価及び価格を使用する。ただし、採用都市において材料単

価及び価格の掲載がない場合は、複合単価作成時の材料単価及び価格採用の方法によるものとする。 

 

２．労務単価 

 

 市場単価の採用都市が所在する都道府県の労務単価を使用する。ただし、市場単価の採用都市が所在す

る都道府県の労務単価の掲載がない場合は、複合単価作成時の労務単価採用の方法によるものとする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表  補正市場単価算出方法 

 

 補正市場単価作成上の留意点 

 

  歩掛りによって、補正市場単価を作成する場合は、以下の点に留意する。 

 

１．材料単価および価格 

 

 市場単価の採用都市と同じ採用都市の材料単価及び価格を使用する。ただし、採用都市において材料単

価及び価格の掲載がない場合は、複合単価作成時の材料単価及び価格採用の方法によるものとする。 

 

２．労務単価 

 

 市場単価の採用都市が所在する都道府県の労務単価を使用する。ただし、市場単価の採用都市が所在す

る都道府県の労務単価の掲載がない場合は、複合単価作成時の労務単価採用の方法によるものとする。 

  

 

 
【鉄筋】 

＊＊市場単価＊＊ 

 細  目  摘    要  単位 単価記号 備 考 

鉄筋加工組立  RCﾗー ﾒﾝ構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純   ｔ Ａ  

（以下略）     

 

＊＊参考歩掛り＊＊ 

 細  目  摘    要  単位 単価記号 表番号 

鉄筋工場加工  一般 太物  ｔ a 表RA-4-1 

鉄筋工場加工  一般 細物 ｔ b 表RA-4-1 

鉄筋組立 RC造 太物（圧接） ｔ c 表RA-4-3 

鉄筋組立 RC造 細物 ｔ d 表RA-4-3 

鉄筋加工組立 S造 スラブ 鉄筋加工 工場 ｔ e 表RA-4-6 

鉄筋加工組立 S造 鉄筋組立て ｔ f 表RA-4-6 

鉄筋加工組立 小型構造物 ｔ g 表RA-4-9 
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＊＊補正市場単価＊＊ 

 細  目  摘    要  単位 市場単価 算定式 

鉄筋加工組立 S造 床版   ｔ Ａ (e+f)÷((0.4(a+c)

+0.6(b+d)) 

鉄筋加工組立 小型構造物   ｔ Ａ g÷((0.4(a+c)+0.

6(b+d)) 

 

 

【耐震改修】 

＊＊市場単価＊＊ 

 細  目  摘    要  単位 単価記号 備 考 

鉄筋加工組立  RCﾗー ﾒﾝ構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純   ｔ Ａ  

 

＊＊補正市場単価＊＊ 

 細  目  摘    要  単位 単価記号 補正率 

鉄筋加工組立 耐震改修用   ｔ Ａ 1.55 

 
 
【型枠】 

＊＊市場単価＊＊ 

 細  目  摘    要  単位 単価記号 備 考 

普通合板型枠 基礎部 ㎡ Ａ  

普通合板型枠 地下軸部 階高5.0m程度 ㎡ Ｂ  

普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高2.8m程度 ㎡ Ｃ  

普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5-4.0m程度 ㎡ Ｄ  

打放し合板型枠 ラーメン構造 地上軸部B種 階高3.5-4.0m程度 ㎡ Ｅ  

打放し合板型枠 ラーメン構造 地上軸部C種 階高3.5-4.0m程度 ㎡ Ｆ  

普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度 ㎡ Ｇ  

打放し合板型枠 壁式構造 地上軸部B種 階高2.8m程度 ㎡ Ｈ  

打放し合板型枠 壁式構造 地上軸部C種 階高2.8m程度 ㎡ Ⅰ  

型枠運搬費 型枠運搬費 4t車 基準距離30km以内 ㎡ Ｊ  

型枠運搬費 型枠運搬費 10t車 基準距離30km以内 ㎡ Ｋ  
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＊＊参考歩掛り＊＊ 

 細  目  摘    要  単位 単価記号 表番号 

普通合板型枠 鉄筋コンクリート造建物(壁式) ㎡ a 表RA-6-1 

普通合板型枠 小型構造物 ㎡ h 表RA-6-1 

打放し合板型枠 A種 鉄筋コンクリート造(一般ラーメン) ㎡ m 表RA-6-2 

打放し合板型枠 B種 鉄筋コンクリート造(一般ラーメン) ㎡ b 表RA-6-2 

打放し合板型枠 B種 鉄筋コンクリート造(壁式) ㎡ e 表RA-6-2 

打放し合板型枠 C種 鉄筋コンクリート造(一般ラーメン) ㎡ c 表RA-6-2 

打放し合板型枠 C種 鉄筋コンクリート造(壁式) ㎡ f 表RA-6-2 

 

＊＊補正市場単価＊＊ 

 細  目  摘    要  単位 市場単価 算定式 

普通合板型枠 壁式構造 基礎部 ㎡ Ａ 1 

打放し合板型枠 ﾗｰﾒﾝ構造・壁式構造 基礎部 B種 ㎡ Ａ E÷D 

打放し合板型枠 ﾗｰﾒﾝ構造・壁式構造 基礎部 C種 ㎡ Ａ F÷D 

打放し合板型枠 ラーメン構造 地下軸部A種 階高5.0m程度 ㎡ Ｂ (E×m÷b)÷D 

打放し合板型枠 ﾗｰﾒﾝ構造 地下軸部 B種 階高 5.0ｍ程度 ㎡ Ｂ E÷D 

打放し合板型枠 ﾗｰﾒﾝ構造 地下軸部 C種 階高 5.0ｍ程度 ㎡ Ｂ F÷D 

打放し合板型枠 ラーメン構造 地上軸部A種 階高3.5-4.0m程度 ㎡ Ｅ m÷b 

打放し合板型枠 壁式構造 地上軸部A種 階高2.8m程度 ㎡ Ｈ m÷b 

小型構造物型枠 擁壁、囲障の基礎等 ㎡ Ａ h÷a 

 
 
【型枠（耐震改修）】 

＊＊市場単価＊＊ 

 細  目  摘    要  単位 単価記号 備 考 

普通合板型枠 地下軸部 階高5.0m程度 ㎡ Ｂ  

普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5-4.0m程度 ㎡ Ｄ  

打放し合板型枠 ラーメン構造 地上軸部B種 階高3.5-4.0m程度 ㎡ Ｅ  

打放し合板型枠 ラーメン構造 地上軸部C種 階高3.5-4.0m程度 ㎡ Ｆ  
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附表２ 補正単位施工単価算出方法 

 

 

【鉄筋】 

＊＊補正単位施工単価＊＊ 

 細  目  摘    要  単位 補正式 

鉄筋加工組立 S造 床版   ｔ A×0.93 

鉄筋加工組立 小型構造物   ｔ A×1.92 

 

＊＊上表の補正式の記号は次表による＊＊ 

 細  目  摘    要  単位 単価記号 備 考 

鉄筋加工組立  RCﾗー ﾒﾝ構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純   ｔ Ａ  

     

 
 
【鉄筋（耐震改修）】 

＊＊補正単位施工単価＊＊ 

 細  目  摘    要  単位 補正式 

鉄筋加工組立 耐震改修用   ｔ A×1.55 

 

＊＊上表の補正式の記号は次表による＊＊ 

細  目  摘    要  単位 単価記号 備 考 

鉄筋加工組立  RCﾗー ﾒﾝ構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純   ｔ Ａ  

 

＊＊補正市場単価＊＊ 

 細  目  摘    要  単位 市場単価 補正率 

普通合板型枠 耐震改修用 地下軸部 ㎡ Ｂ 1.15 

普通合板型枠 耐震改修用 地上軸部 ㎡ Ｄ 1.15 

打放し合板型枠 耐震改修用 地下軸部A種 ㎡ Ｂ 1.35 

打放し合板型枠 耐震改修用 地下軸部B種 ㎡ Ｂ 1.2 

打放し合板型枠 耐震改修用 地下軸部C種 ㎡ Ｂ 1.2 

打放し合板型枠 耐震改修用 地上軸部種 ㎡ Ｅ 1.3 

打放し合板型枠 耐震改修用 地上軸部B種 ㎡ Ｅ 1.15 

打放し合板型枠 耐震改修用 地上軸部C種 ㎡ Ｆ 1.15 

 

（新設） 
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【型枠】 

＊＊補正単位施工単価＊＊ 

 細  目  摘    要  単位 補正式 

普通合板型枠 壁式構造 基礎部 ㎡ A 

打放し合板型枠 ﾗｰﾒﾝ構造・壁式構造 基礎部 B種 ㎡ A×E÷D 

打放し合板型枠 ﾗｰﾒﾝ構造・壁式構造 基礎部 C種 ㎡ A×F÷D 

打放し合板型枠 ラーメン構造 地下軸部A種 階高5.0m程度 ㎡ B×(E×1.11)÷D 

打放し合板型枠 ﾗｰﾒﾝ構造 地下軸部 B種 階高 5.0ｍ程度 ㎡ B×E÷D 

打放し合板型枠 ﾗｰﾒﾝ構造 地下軸部 C種 階高 5.0ｍ程度 ㎡ B×F÷D 

打放し合板型枠 ラーメン構造 地上軸部A種 階高3.5-4.0m程度 ㎡ Ｅ×1.11 

打放し合板型枠 壁式構造 地上軸部A種 階高2.8m程度 ㎡ Ｈ×1.11 

小型構造物型枠 擁壁、囲障の基礎等 ㎡ Ａ×1.12 

 

＊＊上表の補正式の記号は次表による＊＊ 

 細  目  摘    要  単位 単価記号 備 考 

普通合板型枠 基礎部 ㎡ Ａ  

普通合板型枠 地下軸部 階高5.0m程度 ㎡ Ｂ  

普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高2.8m程度 ㎡ Ｃ  

普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5-4.0m程度 ㎡ Ｄ  

打放し合板型枠 ラーメン構造 地上軸部B種 階高3.5-4.0m程度 ㎡ Ｅ  

打放し合板型枠 ラーメン構造 地上軸部C種 階高3.5-4.0m程度 ㎡ Ｆ  

普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度 ㎡ Ｇ  

打放し合板型枠 壁式構造 地上軸部B種 階高2.8m程度 ㎡ Ｈ  

打放し合板型枠 壁式構造 地上軸部C種 階高2.8m程度 ㎡ Ⅰ  

型枠運搬費 型枠運搬費 4t車 基準距離30km以内 ㎡ Ｊ  

型枠運搬費 型枠運搬費 10t車 基準距離30km以内 ㎡ Ｋ  
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【耐震改修】 

＊＊補正単位施工単価＊＊ 

 細  目  摘    要  単位 補正式 

普通合板型枠 耐震改修用 地下軸部 ㎡ B×1.15 

普通合板型枠 耐震改修用 地上軸部 ㎡ D×1.15 

打放し合板型枠 耐震改修用 地下軸部 A種 ㎡ B×1.35 

打放し合板型枠 耐震改修用 地下軸部 B種 ㎡ B×1.2 

打放し合板型枠 耐震改修用 地下軸部 C種 ㎡ B×1.2 

打放し合板型枠 耐震改修用 地上軸部 A種 ㎡ E×1.3 

打放し合板型枠 耐震改修用 地上軸部 B種 ㎡ E×1.15 

打放し合板型枠 耐震改修用 地上軸部 C種 ㎡ F×1.15 

 

＊＊上表の補正式の記号は次表による＊＊ 

 細  目  摘    要  単位 単価記号 備 考 

普通合板型枠 地下軸部 階高5.0m程度 ㎡ Ｂ  

普通合板型枠 ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度 ㎡ Ｄ  

打放し合板型枠 ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部B種 階高3.5～4.0m程度 ㎡ Ｅ  

打放し合板型枠 ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部C種 階高3.5～4.0m程度 ㎡ Ｆ  

 
 

【型枠（耐震改修）】 

＊＊補正単位施工単価＊＊ 

 細  目  摘    要  単位 補正式 

普通合板型枠 耐震改修用 地下軸部 ㎡ Ｂ×1.15 

普通合板型枠 耐震改修用 地上軸部 ㎡ Ｄ×1.15 

打放し合板型枠 耐震改修用 地下軸部A種 ㎡ Ｂ×1.35 

打放し合板型枠 耐震改修用 地下軸部B種 ㎡ Ｂ×1.2 

打放し合板型枠 耐震改修用 地下軸部C種 ㎡ Ｂ×1.2 

打放し合板型枠 耐震改修用 地上軸部A種 ㎡ Ｅ×1.3 

打放し合板型枠 耐震改修用 地上軸部B種 ㎡ Ｅ×1.15 

打放し合板型枠 耐震改修用 地上軸部C種 ㎡ Ｆ×1.15 
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＊＊上表の補正式の記号は次表による＊＊ 

 細  目  摘    要  単位 単価記号 備 考 

普通合板型枠 地下軸部 階高5.0m程度 ㎡ Ｂ  

普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5-4.0m程度 ㎡ Ｄ  

打放し合板型枠 ラーメン構造 地上軸部B種 階高3.5-4.0m程度 ㎡ Ｅ  

打放し合板型枠 ラーメン構造 地上軸部C種 階高3.5-4.0m程度 ㎡ Ｆ  
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